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粗大ごみ破砕機処理対象物表 
 

（単位 ㎜） 
分類 破砕処理対象粗大ごみ 破砕処理不適粗大ごみ 

家電品 ラジオ、ステレオ、電気釜、掃除機、

扇風機、照明器具、電気コンロ、電

気ストーブ、その他これらに類する

もの 

・家電リサイクル法対象物 

金属類 バケツ、オモチャ、かま、鍋、はか

り、楽器類、ロッカー、自転車、や

かん、小児用三輪車、一輪車、缶類、

直径 200 未満のモーター・エンジン

類、ｔ2.3×300×500 未満の鋼板、

φ10×800 未満の鋼棒、L40×ｔ5×

500 未満の形鋼、その他これらに類

するもの 

・モーター、エンジン………直径 200 以上の

もの、ミシン、消火器、二輪車、バイク、ス

プリング、ドラム缶(180ℓ缶)、ガスボンベ、

ワイヤーロープ、針金、ピアノ線、鋼塊、鉄

板製ホーロー浴槽 

・鋼板………ｔ2.3×300×500 以上のもの 

・鋼棒………φ10×800 以上のもの 

・形鋼………L40×ｔ5×500 以上のもの 

家 具 及 び

廃木材類 

タンス類、机、本箱、椅子、下駄箱、

窓枠、廃木材類、900×600×1500

未満の家具類、1000×1000 未満のジ

ュータン類、スプリングマットレ

ス、その他これらに類するもの 

・家具類………900×600×1500 以上のもの 

・ジュータン類………1000×1000 以上のもの

・廃木材類………250×250×2000 以上のもの

陶磁器 茶わん、湯のみ、コップ、灰皿、植

木鉢、便器、火鉢、その他これらに

類するもの 

 

瓦礫類 ガラス、ビン、瓦、煉瓦、コンクリ

ート、ブロック、石類、鉄筋コンク

リート、200×300×800 未満の鉄筋

コンクリート・石類、φ250×800

未満のコンクリート・パイル類、φ

500×ｔ150 未満のマンホール、φ

150 未満の自然石、 

その他これらに類するもの 

・鉄筋コンクリート・石類で 200×300×800

以上のもの 

・コンクリート、パイル………φ250×800 以

上のもの 

・マンホール………φ500×ｔ150 以上のもの

・自然石(硬いもの)………φ150 以上のもの 

その他 ふとん、畳等は 4分割、紙類、プラ

スチック類、その他 

・劇薬類容器、塩ビ、ナイロン系のシート、

ロープ類 

・タイヤ、タイヤホイール、チューブ 

・爆発性のある物質を内蔵した缶類、多量の

スプレー類 

 
※ただし、破砕処理不適物な粗大ごみについては、場外に搬出する前に市の確認を得るものとする。 


